
令和３年４月１日以後開始連結事業年度等分 

個別帰属額届出用 

 

【№２】当連結事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 

【№68】租税の負担割合が 20/100未満である外国関係

会社(特定外国関係会社を除きます。)又は租税の負担

割合が 30/100未満である特定外国関係会社を有する場

合、別表十七(三)等を作成していますか（合算課税制度

の適用を受けない場合であっても、これらの外国関係

会社又は特定外国関係会社の財務諸表、申告書等を添

付する必要があります。）。 

【№69】各欄は、添付した外国関係会社の財務諸表、申

告書等の記載内容と一致していますか。 


